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新宿区地域公共交通会議設置要綱の一部改正について 

 

 

１ 改正理由 

令和５年１０月１日に「道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）の一部を改正する法律」が施行

され、従来地域公共交通会議にて協議されていた協議運賃について、複数の関係する事業者や関係す

る事業者団体が含まれる地域公共交通会議で協議することは、公正な競争を阻害するおそれが生じる

ため、独占禁止法に抵触しない形での協議が必要となりました。このため、新宿区地域公共交通会議

設置要綱を改正するものです。 

なお、独占禁止法に抵触しない形で協議する会議体（道路運送法第９条第４項に規定する協議会）に

ついては、必要な規定等の整備を別途検討します。 

 

２ 改正内容 

⑴ 新宿区地域公共交通会議設置要綱（改正案は資料４－２のとおり） 

 第２条 

第１項第１号の「及び運賃・料金」を削除する。 

 

 ３ 関係条文の抜粋（参考） 

  ⑴ 道路運送法 

（一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金） 

第九条 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者（以下「一般乗合旅客自動車運送事業者」とい

う。）は、旅客の運賃及び料金（旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令

で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第三十一条第二号、第八十八条の二第一号及び第四号

並びに第八十九条第一項第一号において「運賃等」という。）の上限を定め、国土交通大臣の認可

を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 略 

３ 略 

４ 一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に掲げる者を構成員とする協議会において、地域における

需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域（以

下この項において「路線等」という。）に係る運賃等について協議が調つたときは、第一項及び前

項の規定にかかわらず、当該協議が調つた事項を国土交通大臣に届け出ることにより、当該運賃等

を定めることができる。当該協議会において当該運賃等の変更について協議が調つたときも、同様

とする。 

一 当該路線等をその区域に含む市町村（特別区を含む。以下同じ。）又は都道府県 

二 当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者 

三 当該路線等を管轄する地方運輸局長 

四 第一号に規定する市町村の長又は同号に規定する都道府県の知事が関係住民の意見を代表する

者として指名する者 

５ 前項第一号に掲げる者は、同項の協議をするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民、

利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。 
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